
　老齢年金の受給は原則として65歳に開始しますが、本人の希望により、60歳から
64歳の間に繰上げて受給、または66歳から75歳の間に繰下げて受給できます。た
だし、１月あたりの年金額は、繰上げた月数により減額し、繰下げた月数により増額
します。※減額率・増額率は生涯変わりません。詳しくは、日本年金機構ホームペー
ジ（http://www.nenkin.go.jp）をご覧ください

老齢基礎年金の繰上げ受給と繰下げ受給国 民 年 金

 厚木年金事務所☎（223）7171、税務住民課住民保険係☎（288）3849

総
務
課
職
員
係

�

☎（
２
８
８
）１
２
１
２

役
場
職
員
の
人
事
異
動

《
参
事
》

▽
参
事
兼
防
災
担
当
課
長
兼
安

全
防
災
交
通
係
長
・
清
水
洋

一
（
建
設
農
林
課
長
兼
農
業

委
員
会
）

《
課
長
》

▽
会
計
管
理
者
・
井
上
竹
夫

（
議
会
事
務
局
長
兼
監
査
委

員
兼
固
定
資
産
評
価
審
査
委

員
会
）

▽
総
務
課
長
兼
選
挙
管
理
委
員

会
・
伊
本
貴
志
（
総
務
課
長

兼
管
理
係
長
兼
選
挙
管
理
委

員
会
）

▽
税
務
住
民
課
長
兼
公
金
収
納

係
長
・
中
澤
志
伸
（
教
育
委

員
会
・
生
涯
学
習
課
長
）

▽
環
境
上
下
水
道
課
長
兼
環
境

係
長
・
川
島
透
（
環
境
上
下

水
道
課
長
）

▽
村
づ
く
り
観
光
課
長
兼
村
づ

く
り
振
興
係
長
・
朝
倉
義
則

（
村
づ
く
り
観
光
課
副
課
長

兼
商
工
観
光
係
長
兼
ふ
れ
あ

い
セ
ン
タ
ー
館
長
）

▽
建
設
農
林
課
長
兼
農
業
委
員

会
・
村
上
貴
史
（
村
づ
く
り

観
光
課
長
兼
村
づ
く
り
振
興

係
長
）

▽
教
育
委
員
会
・
生
涯
学
習
課

長
・
岩
澤
賢
一
（
教
育
委
員

会
・
学
校
教
育
課
副
課
長
）

▽
議
会
事
務
局
長
兼
監
査
委
員

兼
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員

会
・
杉
山
洋
正
（
税
務
住
民

課
長
兼
公
金
収
納
係
長
）

学
校
教
育
課
学
校
教
育
係

�

☎（
２
８
８
）１
２
１
5

教
職
員
の
人
事
異
動

緑
小
学
校

【
着
任
】

《
校
長
》

▽
船
津
慎
一
（
再
任
用
）

《
教
頭
》

▽
石
田
雅
樹
（
中
新
田
小
）

《
教
諭
》

▽
本
田
祐
平
（
有
馬
小
）

【
昇
任
】

《
事
務
主
幹
》

▽
上
村
源
次
郎
（
自
校
昇
任
）

【
転
任
】

《
教
頭
》

▽ 

町
田
一
則
（
県
央
教
育
事
務

所
・
指
導
課
）

《
教
諭
》

▽
平
山
佑
佳
（
東
柏
ヶ
谷
小
）

【
退
職
】

《
校
長
》

▽
船
津
慎
一
（
定
年
退
職
）

緑
中
学
校

【
着
任
】

《
教
頭
》

▽
中
澤
克
枝
（
荻
野
中
）

《
教
諭
》

▽
上
田
杏
（
新
採
用
）

【
昇
任
】

《
校
長
》

▽
則
包
大
輔
（
自
校
昇
任
）

【
転
任
】

《
校
長
》

▽ 

本
間
隆
司
（
県
こ
ど
も
教
育

支
援
課
）

《
教
諭
》

▽
佐
々
木
優
輔
（
藤
塚
中
）

宮
ヶ
瀬
中
学
校

【
着
任
】

《
総
括
教
諭
》

▽
遠
藤
大
地
（
林
中
）

▽
木
室
典
久
（
再
任
用
）

【
転
任
】

《
教
諭
》

▽
中
道
裕
希
（
厚
木
中
）

【
退
職
】

《
総
括
教
諭
》

▽
木
室
典
久
（
定
年
退
職
）

　川田ミサ代さんが４月で
100歳を迎えられ、４月９
日に岩澤村長から敬老祝金
品が贈呈されました。

川田ミサ代さん川田ミサ代さんにに
敬老祝金品が敬老祝金品が
贈呈されました。贈呈されました。

祝100歳！

記
号
一
覧

日
時　

期
間　

場
所

対
象　

内
容　

講
師

費
用　

申
し
込
み

そ
の
他　

問
い
合
わ
せ

8お知らせ村政情報室



総
務
課
管
理
係

�

☎（
2
8
8
）1
2
1
2

各
種
相
談
会
を
開
催

　
法
律
な
ど
の
相
談
や
行
政
に

関
す
る
ご
意
見
な
ど
を
お
伺
い

す
る
相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。

秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
の
で
、
お

気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

法
律
相
談

５
月
22
日（
木
）午
前
９
～
11
時

生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
せ
せ
ら

ぎ
館
３
階
・
研
修
室

村
内
在
住
者
３
人
（
予
約
必

要
）

相
談
の
内
容
／
離
婚
や
相
続

な
ど
の
法
律
相
談

　
相
談
時
間
／
１
人
30
分
間

無
料

５
月
15
日
（
木
）
ま
で

行
政
相
談
委
員
に
よ
る

定
例
相
談
会

５
月
22
日（
木
）午
前
９
～
11
時

生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
せ
せ
ら

ぎ
館
３
階
・
活
動
室
１

村
内
在
住
者

相
談
の
内
容
／
行
政
に
関
す

る
ご
意
見
や
ご
要
望

無
料

不
要

税
務
住
民
課
住
民
保
険
係

�

☎（
２
８
８
）３
８
4
９

国
民
健
康
保
険
の
届
出
を

忘
れ
ず
に

　
国
民
健
康
保
険
は
、
他
の
健

康
保
険
に
加
入
し
て
い
な
い
方

の
た
め
の
保
険
で
す
。
他
の
市

町
村
へ
の
転
出
や
、
職
場
の
健

康
保
険
に
加
入
し
た
と
き
な
ど

は
、
脱
退
の
届
出
が
必
要
で
す
。

　
届
出
を
忘
れ
る
と
保
険
料
が

二
重
に
賦
課
さ
れ
ま
す
。

　
他
の
市
町
村
か
ら
転
入
し
た

と
き
や
、
退
職
な
ど
で
職
場
の

健
康
保
険
の
資
格
が
無
く
な
っ

た
と
き
な
ど
は
、
加
入
の
届
出

が
必
要
で
す
。

　
加
入
・
脱
退
の
事
由
が
発
生

し
た
ら
、
14
日
以
内
に
届
出
て

く
だ
さ
い
。

税
務
住
民
課
住
民
保
険
係

�

☎（
２
８
８
）３
８
４
９

人
間
ド
ッ
ク
の
費
用
を
助
成

　
医
療
費
の
適
正
化
の
推
進
と
、

被
保
険
者
の
健
康
管
理
に
役
立

て
る
こ
と
を
目
的
に
、
人
間
ド

ッ
ク
を
受
け
る
際
に
か
か
る
費

用
を
一
部
助
成
し
ま
す
。

①
20
歳
以
上
の
国
民
健
康
保

険
加
入
者

　
②
保
険
料
の
滞
納
が
な
い
世

帯
の
方

　
③
令
和
７
年
４
月
～
令
和
８

年
３
月
中
に
人
間
ド
ッ
ク
を

受
け
た
方

　
④
村
が
実
施
す
る
集
団
検
診

（
や
ま
び
こ
健
診
）
お
よ
び
個

別
健
診
（
医
療
機
関
で
の
健

診
）
を
受
診
し
て
い
な
い
方

助
成
額

　

①
20
～
39
歳
の
方
…
２
万

５
千
円
を
上
限

　
②
40
歳
以
上
の
方
…
２
万
円

を
上
限　
※
来
年
３
月
末
時

点
の
年
齢
で
す
。

来
年
３
月
ま
で
に
、
人
間
ド

ッ
ク
結
果
票
（
問
診
票
を
含

む
）、
領
収
書
（
受
診
者
、

料
金
、
人
間
ド
ッ
ク
で
あ
る

こ
と
が
分
か
る
も
の
）、
振

込
先
の
口
座
が
分
か
る
も
の

を
持
参
し
、
担
当
課
で
申
請

　
※
申
請
は
、
年
度
内
１
人
当

た
り
１
回
限
り
で
す
。

人
間
ド
ッ
ク
の
結
果
に
応
じ
て
、

特
定
保
健
指
導
を
受
け
て
い
た

だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

政
策
推
進
課
政
策
推
進
係

�

☎（
２
８
８
）1
2
1
3

国
勢
調
査
の
調
査
員
を

大
募
集

　
10
月
1
日
を
調
査
期
日
と
し
、

日
本
に
住
ん
で
い
る
全
て
の
人

と
世
帯
を
対
象
と
し
た
国
勢
調

査
の
実
施
に
伴
い
、
調
査
員
を

募
集
し
ま
す
。

次
の
要
件
を
全
て
満
た
す
村

内
在
住
の
20
歳
以
上
の
方

　
①
責
任
を
持
っ
て
調
査
で
き
、

秘
密
を
守
れ
る
方

　
②
警
察
や
選
挙
に
直
接
関
係

な
い
方

　
③
暴
力
団
と
関
係
が
な
い
方

募
集
人
数
／
16
人

任
期
／
９
月
１
日
（
月
）～

10
月
31
日
（
金
）（
予
定
）

　
報
酬
／
５
万
円
程
度
（
調
査

区
数
、世
帯
数
で
変
動
あ
り
）

５
月
15
日
（
木
）
ま
で
に
申

込
書
を
政
策
推
進
課
へ
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

詳しくはこちら

神奈川県によるマイナンバーカードの申請をサポートする窓口を開設します。神奈川県によるマイナンバーカードの申請をサポートする窓口を開設します。
 ６月１日（日）、８日（日）午前９時〜午後５時
 生涯学習センターせせらぎ館１階　談話コーナー
 顔写真の無料撮影、交付申請書の作成支援
  本人確認書類（運転免許証など顔写真付きの公的書類は１点、健康保険証（資格確認書）などは２
点）を持参して下さい。※申請日当日にマイナンバーカードの受け取りはできません。。

 税務住民課住民保険係☎︎(288)3849

※
申
込
書
は
、
政
策

推
進
課
窓
口
で
配
布
、

ま
た
は
村
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ

ー
ド
可

9 お知らせ村政情報室



 ６月８日（日）午前８時30分から 
※予備日６月15日（日）

　 ※ 前日の午後５時に実施の有無を防災行政無線で
放送します。

　 ※ 雨天の場合は予備日に延期とし、予備日が雨天
の場合は中止とします。

 自治会周辺の道路など
 (1) 不法投棄された可燃ごみ・不燃ごみの収集

　 (2) 県・村道沿いの雑草・支障木の除去
　  (3) ヤマビル駆除（実施いただける自治会には殺

ヒル剤と噴霧器の貸し出ます。）
  ①全世帯を対象とし、１世帯につきビニール袋１
枚と軍手１組をお渡しします。

　  ②収集したごみは分別し、ごみ集積所に出してく
ださい。

　  ③刈り取った草や汚泥は余地へ処分してくださ
い。余地へ処分できない場合など、処分に困った
際はご相談ください。なお庭の植木などの枝切り
や、一般家庭ごみは出さないでください。

　　 ※刈った草はかき集めておくとヤマビルが生息
しにくい環境をつくることができます。また、
集めた草をかき混ぜながら殺ヒル剤を散布する
と、さらに効果的です。

　  ④予備日が中止の場合、各自治会での自主的な実
施をお願いします。事前にご連絡をいただいた場
合のみ、ごみを回収します。

 環境上下水道課環境係
　☎（288）3862

税
務
住
民
課
住
民
保
険
係

�

☎（
２
８
８
）３
８
４
９

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

住
所
変
更

「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
」
は	

住
所
変
更
の
手
続
き
が
必
要

　
引
越
な
ど
に
よ
り
、
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
記
載
さ
れ
て

い
る
住
所
や
氏
名
が
変
更
に
な

っ
た
場
合
は
、
お
住
ま
い
の
役

場
、
役
所
で
記
載
内
容
変
更
の

手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

※
手
続
に
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ

ー
ド
の
電
子
証
明
書
の
暗
証
番

号
が
必
要
で
す
。

　
転
入
届
を
提
出
す
る
際
、
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
手
続
き

を
せ
ず
、
90
日
が
経
過
す
る
と

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
は
失
効

し
て
し
ま
う
た
め
、
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

マ
イ
ン
ナ
ン
バ
ー
に
関
す
る

お
問
い
合
わ
せ

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
総
合
フ
リ
ー
ダ

イ
ヤ
ル

☎
０
１
２
０（
９
５
）０
１
７
８

平
日
／
午
前
９
時
30
分
～
午
後

８
時
、
土
日
祝
／
午
前
９
時
30

分
～
午
後
５
時
30
分
（
年
末
年

始
を
除
く
）

コンビニ交付サービス
一時停止のお知らせ

　システムメンテナンスのため、下
記のサービスが利用できません。
※税務住民課窓口での証明発行は通
常どおり行っています。

停止日時
5月21日（水）終日

利用できないサービス
⚫住民票の写し
⚫住民票記載事項証明書
⚫印鑑登録証明書

税務住民課住民保険係
　☎（288）3849

地球のみんなで環境美化活動！地球のみんなで環境美化活動！

ク リ ー ン キ ャ ン ペ ー ン ＆ ヤ マ ビ ル 駆 除

　村内に住所を有し住居の用に供する敷地内において、蜂の巣を駆除業者により駆除した
方を対象に、駆除費用の２分の１(スズメバチの巣の場合、上限１万５千円。その他の蜂
の巣の場合、上限１万円)を助成します。
　申請には、蜂の巣の位置図および写真(駆除前後の状況が分かるもの)、領収書の写し、
振込口座が分かるもの、印鑑を持参のうえ、環境上下水道課に申請してください。

 環境上下水道課環境係☎(288)3862　

蜂の巣の駆除費を助成します

INSECT.2
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村
づ
く
り
観
光
課

商
工
観
光
係

�

☎
�（２
８
８
）３
８
６
4

特
定
計
量
器
の
定
期
検
査

　
取
引
ま
た
は
証
明
に
使
用
し

て
い
る
「
計
量
器
（
は
か
り
）」

は
、
県
知
事
が
行
う
定
期
検
査

を
受
け
る
こ
と
が
、
計
量
法
で

義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

・
商
店
な
ど
で
商
品
の
売
買

に
使
用
す
る
は
か
り

・
病
院
・
薬
局
な
ど
で
調
剤

用
に
使
用
す
る
は
か
り

・
学
校
・
幼
稚
園
・
保
育

園
・
病
院
な
ど
で
身
体
検
査

に
使
用
す
る
は
か
り

・
運
送
業
者
な
ど
が
貨
物
の

運
賃
算
出
用
に
使
用
す
る
は

か
り

・
農
作
物
・
水
産
物
な
ど
の

売
買
・
出
荷
な
ど
の
た
め
に

使
用
す
る
は
か
り
・
工
場
・

事
業
場
な
ど
で
原
材
料
購

入
・
製
品
販
売
・
出
荷
の
た

め
に
使
用
す
る
は
か
り

公
益
社
団
法
人
神
奈
川
県
計

量
協
会
が
個
別
巡
回
し
検
査

を
行
い
ま
す
。

５
月
19
日（
月
）～
30
日（
金
）

１
台
に
つ
き
5
0
0
～

3
1
0
0
円
程
度
（
県
条
例

に
定
め
る
手
数
料
）

対
象
と
な
る
計
量
器
を
使
用

し
て
い
る
方
で
、
２
年
に
１

度
実
施
さ
れ
て
い
る
定
期
検

査
を
こ
れ
ま
で
受
け
た
こ
と

が
な
い
方
は
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。村

づ
く
り
観
光
課

村
づ
く
り
振
興
係

�

☎
�（２
８
８
）３
８
６
4

空
き
家
解
体
費
補
助
金
を

拡
充
し
ま
し
た

　

村
内
に
個
人
で
所
有
す
る

（
不
動
産
事
業
者
な
ど
は
除

く
）
空
き
家
を
解
体
さ
れ
た
方

に
補
助
金
を
交
付
し
ま
す
。
今

年
度
よ
り
、
補
助
上
限
額
を

50
万
円
か
ら
1
0
0
万
円
に
拡

充
し
ま
し
た
。

①「
空
家
等
情
報
提
供
事
業
」

に
登
録
し
て
い
る
空
き
家
を

解
体
し
、
売
地
へ
登
録
変
更

し
た
所
有
者

　
②
空
き
家
を
解
体
し
、
支
払

い
が
完
了
し
た
日
か
ら
３
か

月
以
内
に
「
空
家
等
情
報
提

供
事
業
」
に
売
地
と
し
て
登

録
し
た
所
有
者

建
設
農
林
課
農
林
係

�

☎
�（２
８
１
）９
４
３
６

ヤ
マ
ビ
ル
被
害
防
除

対
策
事
業

　
ヤ
マ
ビ
ル
被
害
の
軽
減
を
図

る
た
め
、
ヤ
マ
ビ
ル
忌
避
剤
・

殺
ヒ
ル
剤
を
割
引
販
売
し
ま
す
。

村
内
在
住
者

通
年
販
売
※
平
日
の
午
前
８

時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

①
ヤ
マ
ビ
ル
フ
ァ
イ
タ
ー

（
忌
避
剤
）
１
本
５
０
０
円

　
②
ヤ
マ
ビ
ル
ジ
ェ
ッ
ト
（
殺

ヒ
ル
剤
）
１
本
３
０
０
円

※
販
売
本
数
は
、
１
世
帯
当

た
り
年
間
各
５
本
ま
で

清
川
村
役
場
１
階
・
建
設
農

林
課
窓
口

ヤ
マ
ビ
ル
駆
除
に
ご
協
力
を

　
自
治
会
な
ど
で
ヤ
マ
ビ
ル
駆

除
を
実
施
す
る
場
合
、
液
体
殺

ヒ
ル
剤
や
噴
霧
器
、
草
刈
機
を

無
償
で
貸
し
出
し
ま
す
。

※
草
刈
機
の
燃
料
は
、
使
用
者

で
ご
用
意
く
だ
さ
い

施
工
業
者
を
利
用
し
た
補
助

対
象
工
事
に
要
す
る
経
費

（
消
費
税
な
ど
を
除
く
）
の

３
分
の
１
以
内
※
千
円
未
満

切
り
捨
て
、
上
限
1
0
0
万

円
　
補
助
対
象
工
事
：
空
き
家
を

解
体
、
撤
去
ま
た
は
処
分
し
、

更
地
に
す
る
工
事　
※
家
財
、

塀
、
車
庫
な
ど
の
処
分
も
含
む

（
そ
の
他
、
要
件
あ
り
。
詳
し

く
は
村
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
参

照
）申

請
書
に
必
要
書
類
を
添
え

て
、
村
づ
く
り
観
光
課
窓
口

へ
提
出
※
交
付
申
請
期
間
は
、

支
払
い
完
了
日
か
ら
６
か
月

以
内

申
請
書
は
、
村
づ
く
り
観
光

課
窓
口
で
配
布
ま
た
は
村
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
可
。

　空間放射線量を測定し、役場庁舎1階・ロビー内掲示板とホームページで公表しています。
ご覧ください。

村内の放射線量の測定結果を公表

総務課安全防災交通係☎（288）1212　※放射線測定器を貸し出しています。詳しくは、お問い合わせください。

※４月21日に実施した空間放射線量の測定結果（各地点地表100cmで測定。国の基準（目標値）は0.19μ
マイクロシーベルト
Sv/h）� （μSv/h）

緑小学校 緑中学校 宮ヶ瀬小・
中学校 清川幼稚園 あおぞら

保育園 運動公園 圧送
センター前 消防訓練所 第3分団

器具舎前
宮ヶ瀬
水の郷

0.022 0.024 0.036 0.033 0.026 0.030 0.030 0.047 0.036 0.037
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